
財
」
を
政
治
の
目
標
と
し
た
。
君
主
濁
裁
植
を
行
使
す
る
場
合
に
、
「
朋
黛
」

は
中
ん
も
危
険
な
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
を
防
止
す
る
た
め
に
「
用
人
」
を
重
視
し

た
。
こ
こ
か
ら
薙
正
帝
が
朋
潔
愛
生
の
基
盤
と
な
り
や
す
い
科
傘
官
僚
の
動
向

を
警
戒
し
、
ま
た
督
蜘
問
機
力
の
鎖
大
に
寄
興
す
る
思
想
へ
の
孤
盤
も
行
っ
て
い

る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
次
に
公
様
を
利
用
し
て
の
諸
荷
の
私
財

蓄
積
の
罪
が
あ
る
。
官
僚
は
皇
帝
の
名
代
と
し
て
「
理
財
」
の
義
務
が
課
せ
ら

れ
て
い
た
が
、
そ
の
制
度
の
盲
鮎
を
利
用
し
て
私
利
・
私
欲
を
追
求
し
た
。
そ

の
場
合
官
僚
の
家
計
を
循
う
家
人
が
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
年
融
持
尭
は

多
数
の
家
人
を
か
か
え
私
的
事
業
を
経
営
し
暴
利
を
闘
っ
た
。
た
だ
そ
の
f

蓄
積

し
た
財
は
各
地
に
寄
匠
し
て
い
る
。
年
奨
尭
蓄
財
の
意
闘
は
不
明
で
あ
る
が
、

こ
れ
が
濁
裁
樺
力
を
脅
や
か
す
も
の
と
な
っ
た
以
上
、
断
罪
の
封
象
と
な
っ

た

の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
植
民
地
政
権
の
ベ
ト
ナ
ム
村
落
へ
の
開
興
の

一
形
態
|
|
植
民
型
開
墾
(
コ
ン
セ
シ
ョ
ン
〉
設
定
に
つ
い
て
|

|

=と
日

津

南
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て
目
次

ωフ
ラ
ン
ス
植
民
地
政
権
と
ベ
ト
ナ
ム
村
落
と
の
閥
係
の
把
揮
に
つ
い
て

ω開
墾
申
請
者
|
|
小
築
園
開
墾
政
策
の
意
味

ω開
墾
地

帥
植
民
地
政
繕
|

|
《
恩
人
》
|

|
入
植
戸
の
閥
係

伺
永
久
開
墾
に
お
け
る
土
地
分
配
規
定
|

|
「
公
土
」
導
入
の
奇
保

二
、
史
料
l
l
l
回

目

'ru『
回

ω
0
・Z
9
0
5
n
'
Z間
口
。
。
ョ
阿
国

g
S
8
1
2

(
北
折
保
護
『
園
語
公
報
』)
中
の
、
一
九
三
六
年
三
月
二

O
日
付
の
四
つ

の
文
章
。
①
移
民
に
よ
る

コ
ン
セ
シ
ョ
ン
開
墾
の
規
則
を
も
う
け
る
決
定
。

②
移
民
に
よ
る
期
限
っ
き
開
墾
地
に
た
い
す
る
郷
約
の
様
式
。
③
保
護
書
。

@
移
民
の
た
め
に

コ
ン
セ
シ
ョ
ン
を
分
給
す
る
規
則
に
閲
す
る
通
達
。

三
、
報
告
要
旨
||
新
田
の
開
設
H
植
民
型
開
墾

(
コ
ン
セ
シ

ョン
)
設
定

は
、
値
民
地
政
権
に
よ
る
既
存
の
村
落
共
同
健
的
諸
関
係
の
否
定
で
は
な

く
、
そ
の
再
編
維
持
を
め
ざ
し
て
い
た
。
小
集
園
開
墾
に
政
策
の
力
黙
が
あ

っ
た
こ
と
(
時
に
は
分
村
の
形
態
を
と
る
)
、
開
墾
申
請
者
(
恩
人
)
と
入

植
戸
と
の
関
係
(
郷
約
に
よ
っ
て
律
せ
ら
れ
る
)
は
、
上
か
ら
の
擬
似
的
な

村
落
共
同
健
規
制
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
こ
と
、
十
五
年
間
の
開
墾
期
を
す

ぎ
土
地
所
有
権
が
確
立
す
る
段
階
で
「
公
土
」
(
村
落
共
地
)
の
導
入
が
構

想
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
を
明
ら
か
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ベ
ト
ナ
ム
民
族

解
放
主
鰻
(
農
民
)
は
、
村
落
共
同
館
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
た
結
合
力
に
依
践

し
て
闘
害
し
た
と
の
許
僚
は
一
面
的
で
あ
り
、
植
民
地
政
楢
に
よ
る
共
同
的
諮

関
係
を
利
用
し
た
村
落
再
編
と
劉
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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米

論

千苦

杉

キす

多目

彦

蘇
紙
、
資
庭
竪
、
米
帝
は
、
宋
代
の
禁
苑
を
代
表
す
る
三
人
の

E
匠
で
あ

る
。
こ
の
う
ち
蘇
紙
と
爽
庭
竪
は
、
な
お
表
向
き
は
政
界
の
人
で
あ
っ
た
。
二

人
と
も
紫
争
の
渦
中
に
あ
っ
て
、
官
途
は
不
遇
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
一
時
は


